
 
岡山県公安委員会告示第 号  

 

 

 
 

公示の日（令和5年8月7日）
から３年間

5
大阪市中央区内本町一丁目１番４号
　　株式会社ＪＦＪ
（代表取締役　松下　智人）

回胴式遊技機 Ｌとある魔術の禁書目録ＪＣ 株式会社ＪＦＪ ３Ｓ０７２８
公示の日（令和5年8月7日）
から３年間

4
大阪市中央区内本町一丁目１番４号
　　株式会社藤商事
（代表取締役　今山　武成）

ぱちんこ遊技機 ｅゲゲゲの鬼太郎　獅子奮迅ＳＰ　ＦＨＺ 株式会社藤商事 ３１０２９０

1
名古屋市天白区中砂町１４５番地
　　ＳＵＮ　ＳＵＮ　ＳＵＮ株式会社
（代表取締役　小川　博史）

回胴式遊技機 Ｌパチスロ仮面ライダーＵＪＡ ＳＵＮ　ＳＵＮ　ＳＵＮ株式会社 ３３０２３３
公示の日（令和5年8月7日）
から３年間

公示の日（令和5年8月7日）
から３年間

3

東京都江東区有明三丁目７番２６号　有
明フロンティアビルＡ棟
　　　株式会社メーシー
（代表取締役　湯澤　哲）

回胴式遊技機 Ｌ／前後編ｆ／ＵＵ 株式会社メーシー ３Ｓ０５３６
公示の日（令和5年8月7日）
から３年間

2

東京都江東区有明三丁目７番２６号　有
明フロンティアビルＡ棟
　　　株式会社メーシー
（代表取締役　湯澤　哲）

ぱちんこ遊技機 Ｐギルティクラウン２ＭＥ 株式会社メーシー ３Ｐ０４７０

109

  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項
の規定により告示する。

令和5年8月7日

岡　山　県　公　安　委　員　会

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名 検 定 番 号 検定の有効期間



 
岡山県公安委員会告示第 号  

 

 

 
 

検 定 番 号 検定の有効期間

1
大阪市天王寺区生玉前町１番２７号
　　ベルコ株式会社
（代表取締役　高山　聡志）

回胴式遊技機 ＳデジスロジャックＧＢ１ ベルコ株式会社 ３Ｓ０６４９
公示の日（令和5年8月14
日）から３年間

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名

110

  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項
の規定により告示する。

令和5年8月14日

岡　山　県　公　安　委　員　会



 
岡山県公安委員会告示第 号  

 

 

 
 

検 定 番 号 検定の有効期間

1
愛知県一宮市高田字池尻１番地
　　株式会社グレードワン
（代表取締役　奥秋　政人）

回胴式遊技機 Ｌ戦国コレクション５ＧＪ 株式会社グレードワン ２Ｓ１６２７
公示の日（令和5年8月21
日）から３年間

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名

117

  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項の
規定により告示する。

令和5年8月21日

岡　山　県　公　安　委　員　会



 
岡山県公安委員会告示第 号  

 

 

 
 

公示の日（令和5年8月28
日）から３年間

5
岡山県新見市高尾３６２番地の１
　　山佐株式会社
（代表取締役　佐野　慎一）

回胴式遊技機 Ｌモンキーターン５ＣＥ 山佐株式会社 ３Ｓ０７７２
公示の日（令和5年8月28
日）から３年間

4
大阪市中央区内本町一丁目１番４号
　　株式会社オレンジ
（代表取締役　米田　勝己）

ぱちんこ遊技機 Ｐとある魔術の禁書目録２ＲＸＡ 株式会社オレンジ ３Ｐ０６２７

1
名古屋市千種区今池三丁目９番２１号
　　　株式会社サンスリー
（代表取締役　岡村　鉉）

回胴式遊技機 Ｌ大工の源さん超夢源ＰＨ 株式会社サンスリー ３Ｓ０７４７
公示の日（令和5年8月28
日）から３年間

公示の日（令和5年8月28
日）から３年間

3
大阪市中央区内本町一丁目１番４号
　　　株式会社ＪＦＪ
（代表取締役　松下　智人）

ぱちんこ遊技機 ｅゲゲゲの鬼太郎　獅子奮迅ＳＰ　ＪＨＺ 株式会社ＪＦＪ ３１０３１６
公示の日（令和5年8月28
日）から３年間

2
東京都中央区銀座三丁目１０番１号
　　株式会社ディ・ライト
（代表取締役　安藤　昇）

回胴式遊技機 Ｌパチスロひぐらしのなく頃に業ＳＳ 株式会社ディ・ライト ３Ｓ０２６２

118

  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項
の規定により告示する。

令和5年8月28日

岡　山　県　公　安　委　員　会

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名 検 定 番 号 検定の有効期間


